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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　融合金属マトリックス研磨体であって、該融合金属マトリックス研磨体が、複数の金属
被覆研磨粒子および融合金属マトリックスを含み、
　該金属被覆研磨粒子のそれぞれが研磨粒子を含み、
　該研磨粒子が、チタン、クロムおよびそれらの合金から選択される金属を含む外側接着
促進コーティングを有し、
　該融合金属マトリックスが、青銅、コバルト、タングステン、銅、鉄、ニッケル、クロ
ムおよびそれらの混合物から選択される結合金属を含み、該融合金属マトリックスの０．
１～１０重量％が、アルミニウム、カルシウム、マグネシウム、マンガン、ケイ素、チタ
ン、ジルコニウムおよびそれらの組み合わせから選択される、酸素スカベンジャー金属の
微粉末を含み、
　該融合金属マトリックス中に該金属被覆研磨粒子を分布し、該融合金属マトリックスが
該金属被覆研磨粒子と結合して一体化する、
融合金属マトリックス研磨体。
【請求項２】
　前記金属マトリックス研磨体が所定の温度および所定の圧力で融合され、前記酸素スカ
ベンジャー金属が、前記研磨粒子上の前記接着促進コーティングを構成する前記金属によ
って得られる酸素分圧よりも低い酸素分圧を与える、請求項１に記載の融合金属マトリッ
クス研磨体。



(2) JP 4611590 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

【請求項３】
　請求項１に記載の融合金属マトリックス研磨体を製造する方法であって、当該方法は、
　（ａ）　融合性組成物を提供するステップ、および
　（ｂ）　ステップ（ａ）の融合性組成物を焼結、鑞付け、溶融または含浸することによ
って、該融合性組成物を融合するステップ
を含み、
　該融合性組成物が、
　　チタン、クロムおよびそれらの合金から選択される接着促進金属で被覆した複数の研
磨粒子、および
　　青銅、コバルト、タングステン、銅、鉄、ニッケル、クロムおよびそれらの混合物か
ら選択される結合金属の粉末
を含み、
　該融合性組成物の０．１～１０重量％が、アルミニウム、カルシウム、マグネシウム、
マンガン、ケイ素、チタン、ジルコニウムおよびそれらの組み合わせから選択される酸素
スカベンジャー金属の微粉末を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
背景
本発明は、融合金属結合研磨体（ｆｕｓｅｄ　ｍｅｔａｌ　ｂｏｎｄ　ａｂｒａｓｉｖｅ
　ｂｏｄｉｅｓ）およびその製造方法に関する。
【０００２】
超研磨粒子（たとえば、ダイヤモンドおよび立方晶窒化ホウ素）を研磨体中に保持するた
めに金属マトリックスを使用することは公知である。そのような金属マトリックス研磨体
は、ペンシルエッジ型ホイールのような研削ホイールなどで利用可能である。理想的には
、金属マトリックスと研磨粒子との結合は、研磨粒子が加工品を研磨しているときに研磨
粒子をマトリックス中に保持するのに十分な強度をもっていなければならない。
【０００３】
そのような金属マトリックス中の研磨粒子の保持性を改良するために金属コーティングを
使用しうることも公知である。たとえば、金属炭化物の形成によりダイヤモンドの表面に
化学的に結合する炭化物形成金属でダイヤモンド研磨粒子を有利に被覆しうる。金属コー
ティングは、典型的には平滑で結合させるのが難しいダイヤモンドもしくは立方晶窒化ホ
ウ素の研磨粒子の表面へテクスチャーを付与しうる。テクスチャー表面にすると、機械的
接着によって金属マトリックス中に被覆研磨粒子をより強固に保持できるようになる可能
性がある。接着促進コーティングに好適な金属としては、たとえば、モリブデン、チタン
、およびクロムが挙げられる。これらの金属は、高温塩法もしくは蒸着法によって適用し
うる。
【０００４】
典型的には、金属マトリックス研磨体は融合プロセスによって形成される。融合プロセス
は周知であり、たとえば、焼結、鑞付け、溶融、含浸もしくはそれらの組み合わせが挙げ
られる。金属マトリックス研磨体を形成するために、典型的には金属粉末と研磨粒子とを
含有する融合性組成物が、互いに結合するように金属粉末粒子を一体化させるのに十分な
時間をかけて所定の温度に加熱される。たとえば、焼結プロセスによる融合は、典型的に
は、空気雰囲気中、比較的高温、たとえば、７００～１１００℃、かつ高圧で行われる。
そのような条件下では、焼結性組成体の種々の成分の酸化が起こる可能性がある。研磨粒
子上の非常に薄い接着促進コーティングが酸化されるとコーティングの接着促進機能が劣
化するおそれがあることが確認されている。したがって、酸化を低減もしくは回避すべく
、材料および技術の開発が行われてきた。
【０００５】
酸化が最小限に抑えられた一つの方法は、接着促進コーティング上に耐酸化性層を被覆す
る方法である。しかしながら、この方法では、少なくとも２種の材料で被覆しなければな
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らないので、研磨粒子にかかる費用が増大する。さらに、外側コーティングは接着促進コ
ーティングにうまく接着しないおそれがあるため、研磨粒子と金属マトリックスとの境界
が弱くなる可能性がある。米国特許第５，０２４，８６０号には、マトリックス内での保
持性を向上させるためにダイヤモンド粒子上の多層コーティングの一部分としてクロム、
チタンもしくはジルコニウムの炭化物を形成する層の使用が報告されている。２層の炭化
物形成層、すなわち、第１の薄いベース層および第２の厚い耐酸化性層が適用される。こ
の厚い多層構造は、より薄い単一コーティングよりも増大した耐酸化性を提供する。
【０００６】
また、窒素雰囲気などの非酸化雰囲気中もしくは非常に低い空気圧下で融合（たとえば、
焼結）を行うことにより酸化を最小限に抑えうる可能性がある。しかしながら、このタイ
プのプロセスは、非酸化雰囲気の提供に伴ってコストが高くなりかつプロセスが複雑にな
るため望ましくない。特に、非酸化雰囲気中での融合は、典型的には、高価な真空炉を用
いて行われる。このほか、融合性組成物が、融合プロセス中に燃焼除去される有機化合物
（たとえば、バインダー）を含有している場合、非酸化雰囲気の管理はさらに複雑になる
。酸化を最小限に抑えうる他の方法は、粉末を融合する前に金属粉末から金属酸化物汚染
物質を除去して清浄化する方法である。この清浄化法では、さらなる処理ステップおよび
関連費用が加わる。
【０００７】
以上の方法は研磨粒子上の接着促進コーティングの酸化を低減させるために利用しうるが
、ここで望まれるのは、融合研磨体に含まれる研磨粒子上の接着促進金属コーティングの
酸化を低減させるより便利な方法である。
【０００８】
概要
本発明は、金属マトリックスによって結合されて一体化された複数の金属被覆研磨粒子を
含んでなる融合研磨体を提供する。金属被覆研磨粒子にはそれぞれ、外側接着促進金属コ
ーティングを有する研磨粒子が含まれる。融合研磨体にはまた、少なくとも有効量の酸素
スカベンジャー金属が含まれる。好適な酸素スカベンジャー金属は、研磨粒子上の金属コ
ーティングに対して競争的に酸化されるように選択される。このようにして、研磨体の融
合中に存在する酸素は少なくとも部分的に酸素スカベンジャー金属と反応するため、金属
被覆研磨粒子は酸化から保護される。その結果、研磨粒子上の接着促進コーティングの酸
化は少なくとも低減され、好ましくは回避される。好適な酸素スカベンジャー金属は、研
磨粒子上の接着促進コーティングを構成する金属に対して所与の金属が競争的に酸化され
るかを所与の融合温度で予測するエリンガム図を用いて選択されうる。
【０００９】
本明細書中で使用する場合、「競争的に酸化する」という用語は、研磨粒子上の接着促進
コーティングを構成する金属が酸素と反応する速度と少なくとも等しい速度で、好ましく
はそれよりも速い速度で酸素スカベンジャー金属が酸素と反応することを意味する。より
特定的には、エリンガム図に関して、好適な酸素スカベンジャー金属は、（１）研磨粒子
上の接着促進コーティングを構成する金属によって融合温度で提供される酸素分圧よりも
低いかもしくはそれに等しい酸素分圧を融合温度で提供するか、または（２）研磨粒子上
の接着促進コーティングを構成する金属によって融合温度で提供される酸化のギブズ自由
エネルギーよりも低いかもしくはそれに等しい酸化のギブズ自由エネルギーを融合温度で
提供する。
【００１０】
したがって、本発明の好ましい実施形態では、酸素スカベンジャー金属は、研磨粒子上の
接着促進コーティングを構成する金属によって融合温度で提供される酸素分圧よりも低い
かもしくはそれに等しい酸素分圧を融合温度で提供する。
【００１１】
本発明の他の好ましい実施形態では、酸素スカベンジャー金属は、研磨粒子上の接着促進
コーティングを構成する金属によって融合温度で提供される酸化のギブズ自由エネルギー
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よりも低いかもしくはそれに等しい酸化のギブズ自由エネルギーを融合温度で提供する。
【００１２】
本発明のさらに他の好ましい実施形態では、研磨粒子は、ダイヤモンド、立方晶窒化ホウ
素を含み、研磨粒子上の外側接着促進コーティングは、チタン、クロム、もしくはそれら
の合金を含む。
【００１３】
本発明のさらに他の好ましい実施形態では、酸素スカベンジャー金属は、アルミニウム、
カルシウム、マグネシウム、ジルコニウムもしくはそれらの組み合わせを含み、約０．１
～１０重量％の範囲の量で融合性組成物中に存在する。
【００１４】
本発明の融合研磨体では、研磨粒子は、融合金属マトリックス全体にわたってランダムに
もしくは非ランダムに分布しうる。非ランダムに分布させる場合、研磨粒子は、研磨粒子
の実質的に平行な平面層内の融合金属マトリックス中に濃縮させることが可能である。
【００１５】
本発明の金属マトリックス研磨体は、切削ホイールおよび研削ホイールに使用するに特に
適している。したがって、本発明のさらに他の好ましい実施形態では、本発明の金属マト
リックス研磨体を少なくとも一つ含んでなる切削ホイールもしくは研削ホイールが提供さ
れる。
【００１６】
本発明はまた、上記の融合金属マトリックス研磨体を製造する方法を提供する。この方法
には、
（ａ）複数の金属被覆研磨粒子と、
結合金属粉末と、
有効量の酸素スカベンジャー金属粉末と、
を含有する融合性組成物を提供するステップと、
（ｂ）該融合性組成物を焼結、鑞付け、溶融もしくは含浸することによって該ステップ（
ａ）の該融合性組成物を融合するステップと、
が含まれる。
【００１７】
本明細書中で使用する場合、以下の用語は以下の意味を有する。
【００１８】
「融合」とは、金属粉末のような金属粒子が熱の適用によって互いに結合されるプロセス
を表す用語である。金属粒子の融合は、焼結、鑞付け、溶融、含浸もしくはそれらの組み
合わせなどの方法によって達成されうる。金属粒子の融合は、融合される金属粉末の融点
を超えるかもしくはそれ未満の温度で行うことが可能であり、融合性組成物に圧力を印加
することが含まれていてもよい。
【００１９】
「融合性」とは、融合することのできる組成体を表す用語である。
【００２０】
「焼結」とは、液相の形成に必要な温度よりも低い温度における固相反応による金属粒子
の結合を表す用語である。本発明の融合性組成物は、典型的には約７００～１１００℃の
範囲の温度および約１００～５００ｋｇ／ｃｍ２の範囲の圧力で焼結される。
【００２１】
「鑞付け」とは、連結される金属粒子よりも低い融点を有する材料を用いて金属粒子を結
合させるプロセスを表す用語である。
【００２２】
「溶融」とは、熱の適用により金属粒子を固体から液体に変換することによって金属粒子
を互いに結合させるプロセスを表す用語である。
【００２３】
「含浸」とは、固体の細孔中に液状物質を進入させるプロセスを表す用語である。
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【００２４】
本発明の好ましい実施形態では、酸素スカベンジャー金属は、実質的に純粋な金属の形態
で融合性組成物に添加される。実質的に純粋とは、少なくとも５０重量％以上の酸素スカ
ベンジャー金属、より好ましくは８０重量％以上の酸素スカベンジャー金属、さらにより
好ましくは９５重量％以上の酸素スカベンジャー金属、最も好ましくは９９重量％以上の
酸素スカベンジャー金属を含む形態で融合性組成物に酸素スカベンジャー金属を添加する
ことを意味する。
【００２５】
本発明の他の好ましい実施形態では、融合性組成物は、バインダー、最も好ましくはポリ
ビニルブチラールのような高分子材料をさらに含有する。
【００２６】
本発明のさらに他の好ましい実施形態では、結合金属粉末および酸素スカベンジャー金属
粉末は、第１の主面と第２の主面とを有するシート状の結合材層の形態で提供される。融
合前、研磨粒子は、融合性組成物を形成するように結合材層の少なくとも一つの主面上に
分布している。研磨粒子は、結合材層の主面上に非ランダム配列で分布させうる。
【００２７】
本発明のさらに他の好ましい実施形態では、以下の方法、すなわち、
（ａ）金属粉末と、有効量の酸素スカベンジャー金属と、バインダーとを含有する結合材
層をシートの形態で提供することと、
（ｂ）第１の主面と、第２の主面と、該第１の主面から該第２の主面まで延在する複数の
開口とを有する多孔性シート材料を提供することと、
（ｃ）該多孔性シート材料の一つの主面に接着テープを接着することと、
（ｄ）集成体を形成するように該多孔性材料の少なくともいくつかの開口中に金属被覆研
磨粒子を位置づけることと、
（ｅ）融合性組成物を形成するようにステップ（ａ）の該結合材層の少なくとも一つの主
面に接触させてステップ（ｄ）の該集成体を配置することと、
を含んでなる方法に従って融合性組成物を製造する。
【００２８】
この方法の好ましい実施形態では、ステップ（ｅ）の融合性組成物を２～１０，０００層
に互いに積み重ねることにより、金属被覆研磨粒子の２層以上の本質的に平行な平面層を
含む融合性組成物を製造する。その後、金属被覆研磨粒子の２層以上の本質的に平行な平
面層を含む研磨体を提供すべく融合性組成物を融合させる。
【００２９】
詳細な説明
本発明は、研磨粒子の保持性の改良された融合金属マトリックス研磨体を提供する。特に
、本発明は、金属マトリックス全体にわたって分布した複数の金属被覆研磨粒子を含んで
なる融合金属マトリックス研磨体を提供する。金属被覆研磨粒子はそれぞれ、外側接着促
進金属コーティングを有する研磨粒子を含有する。金属マトリックスは、結合金属と少な
くとも有効量の酸素スカベンジャー金属とを含有する。酸素スカベンジャー金属は、融合
プロセス中に存在する酸素と反応することにより接着促進コーティングの酸化を低減する
かもしくは回避する働きをする。
【００３０】
次に図１について説明する。この図には、本発明の融合研磨体１０の実施形態の斜視図が
示されている。融合研磨体１０は、切削ホイールもしくは研削ホイールに使用するのに好
適な円弧状セグメントの形態である。融合研磨体１０は、複数の金属被覆研磨粒子１３を
全体にわたって分布させてなる金属マトリックス１２を含んでいる。図１Ａは、切断線１
Ａに沿って得られた融合研磨体１０の断面図である。図１Ａに示されているように、金属
被覆研磨粒子１３は、金属マトリックス１２全体にわたってランダムに分布している。各
金属被覆研磨粒子１３は、外側接着促進金属コーティング１６を有する研磨粒子１４を含
有している。研磨粒子１４は、好ましくはダイヤモンドを含有するが、立方晶窒化ホウ素
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のような他の研磨粒子もまた本発明の範囲内にある。外側接着促進金属コーティング１６
は、好ましくはチタンもしくはクロムを含有する。融合研磨体１０は、複合塊中で金属被
覆研磨粒子１３を結び付けて一体化させる金属マトリックス１２を含んでいる。金属マト
リックス１２は、少なくとも１種の結合金属と有効量の酸素スカベンジャー金属とを含有
する。
【００３１】
次に図２について説明する。この図には、本発明の焼結された研磨体２０の実施形態の斜
視図が示されている。焼結された研磨体２０は、切削ホイールもしくは研削ホイールに使
用するのに好適な円弧状セグメントの形態である。焼結された研磨体２０は、複数の金属
被覆研磨粒子２３を全体にわたって分散させてなる金属マトリックス２２を含んでいる。
金属マトリックス２２は、複合塊中で金属被覆研磨粒子２３を結び付けて一体化させる働
きをする。図２Ａは、切断線２Ａに沿って得られた焼結された研磨体２０の断面図である
。この実施形態では、金属被覆研磨粒子２３は、実質的に平行な平面層２７、２８および
２９内の金属マトリックス２２全体にわたって分布している。金属マトリックス２２は、
少なくとも１種の結合金属と有効量の酸素スカベンジャー金属とを含有している。各金属
被覆研磨粒子２３は、外側接着促進金属コーティング２６を有する研磨粒子２４を含有し
ている。好ましくは、研磨粒子２３はダイヤモンドを含有するが、立方晶窒化ホウ素のよ
うな他の研磨粒子もまた本発明の範囲内にある。外側接着促進金属コーティング２６は、
好ましくはチタンもしくはクロムを含有する。
【００３２】
研磨粒子
本発明の融合研磨体に使用するのに好適な研磨粒子は、金属もしくは金属合金を含有する
少なくとも１層の接着促進コーティングを有している。金属コーティングは、研磨粒子と
金属マトリックスとの接着性を増大させる働きをする。ダイヤモンド研磨粒子の場合、金
属接着促進コーティングは、典型的にはダイヤモンドと一緒になって炭化物を形成するこ
とのできる金属を含有する。このようにして、金属接着促進コーティングは、ダイヤモン
ド研磨粒子との化学結合を有利に形成する。金属コーティングはまた、金属マトリックス
と研磨粒子との化学反応を防止する働きをする可能性もある。そのような化学反応は、ダ
イヤモンドの望ましくない黒鉛化を引き起こして、結果としてダイヤモンドの硬度、強度
および耐摩耗性の低下を招くおそれがある。好適な炭化物形成金属としては、たとえば、
モリブデン、チタンおよびクロムが挙げられる。金属コーティングは、典型的には約０．
５～５μｍの範囲の厚さを有しており、任意の好適な方法、たとえば、高温塩適用もしく
は金属蒸着を用いて研磨粒子に適用しうる。
【００３３】
好適な研磨粒子としては、金属マトリックスに改良された接着性を付与する１層以上の金
属コーティングで被覆しうる任意のタイプの研磨粒子が挙げられる。好ましい研磨粒子と
してはダイヤモンド粒子および立方晶窒化ホウ素粒子が挙げられるが、他のタイプの研磨
粒子も本発明の範囲内にある。研磨粒子は、融合研磨体に有用な任意のサイズであってよ
い。典型的には、研磨粒子のサイズは、約０．１～１０００μｍの範囲、より好ましくは
約４０～１０００μｍの範囲、最も好ましくは約６０～７００μｍの範囲である。好まし
い研磨粒子は、チタンを含有する外側接着促進コーティングを有するダイヤモンドを含有
する。そのような研磨粒子は、商品名「ＭＢＳ－９６０ＴＩ２」としてＧｅｎｅｒａｌ　
Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏ．（Ｗｏｒｔｈｉｎｇｔｏｎ，ＯＨ）から、およびＤｅＢｅｅｒ
ｓから市販されている。クロムを含有する外側接着促進コーティングを有するダイヤモン
ド研磨粒子はまた、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃから商品名「ＭＢＳ－９６０ＣＲ
２」としても市販されている。
【００３４】
金属マトリックス
本発明の融合研磨体は、研磨粒子を結合して一体化させる働きをする金属マトリックスを
含んでいる。金属マトリックスは、少なくとも１種の結合金属と少なくとも１種の酸素ス
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カベンジャー金属とを含有する。
【００３５】
結合金属
本発明の融合研磨体に好適な結合金属としては、たとえば、青銅、コバルト、タングステ
ン、銅、鉄、ニッケル、スズ、クロム、またはそれらの混合物もしくは合金が挙げられる
。このほかの検討項目として、結合金属の特定の組成は、融合研磨体の使用目的を熟知し
た当業者によって選択可能である。たとえば、研磨粒子の所望の硬度、耐摩耗性、耐衝撃
性、接着性などを提供するように、種々の結合金属を選択しうる。多くの研削ホイール用
途では、結合金属は、主として、銅、鉄、ニッケル、スズ、クロム、および炭化タングス
テンを含有し、ホウ素、シリカ、コバルトおよびリンが副次量（たとえば、それぞれ約１
重量％未満）で含まれる。結合金属は、典型的には融合研磨体の約７５～９９体積％、よ
り好ましくは融合研磨体の約７５～８５体積％を占める。
【００３６】
結合金属は、好ましくは、一体化された金属マトリックスを形成するように融合される金
属粉末もしくは金属粉末の混合物から形成される。金属粉末の融合は、焼結、鑞付け、溶
融もしくは含浸プロセスを用いて行いうる。好ましくは、金属粉末は、たとえば、約７０
０～１１００℃の温度で加熱することにより、焼結プロセスを用いて融合される。好適な
金属粉末は、Ｌｕｃａｓ　Ｍｉｌｈａｕｐｔ，Ｉｎｃ．（Ｃｕｄａｃｋｙ，ＷＩ）および
Ｗａｌｌ　Ｃｏｌｏｍｏｎｙ　Ｃｏｒｐ．（Ｍａｄｉｓｏｎ，ＭＩ）から市販されている
。
【００３７】
酸素スカベンジャー金属
金属マトリックスはまた、有効量の酸素スカベンジャー金属を含有している。酸素スカベ
ンジャー金属は、研磨体の焼結中に存在する任意の酸素の少なくとも一部分を捕捉する働
きをする。本明細書中で使用する場合、「スカベンジャー」という用語は、不要な物質を
除去するかもしくは不活性化させるために混合物に添加される物質を意味する。酸素の捕
捉は、融合性組成物の融合中に存在する酸素の少なくとも一部分と酸素スカベンジャー金
属が反応する酸化プロセスによって行われる。この反応が起こると、酸素スカベンジャー
金属は酸化物に変換される。一例として、アルミニウム（Ａｌ）は、酸素（Ｏ２）と反応
して酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）を形成することにより、酸素スカベンジャー金属と
して機能しうる。
【００３８】
研磨体の焼結中に存在する酸素と反応（すなわち、捕捉）することによって、酸素スカベ
ンジャー金属は、研磨粒子上の接着促進コーティングを酸化から保護する働きをする。保
護とは、酸素スカベンジャー金属が研磨粒子上の接着促進金属コーティングと相互作用も
しくは直接反応することは意味するものではない。もっと正確に言えば、酸素スカベンジ
ャー金属は、犠牲酸化剤すなわち酸素の「ゲッター」として機能する。融合処理中に存在
する酸素の少なくとも一部分は、酸素スカベンジャー金属によって捕捉されるので、研磨
粒子上の接着促進金属コーティングと反応（すなわち、酸化）しない。研磨粒子上の接着
促進金属コーティングと比較して、好適な酸素スカベンジャー金属は競争的に酸化する。
先に定義したように、「競争的酸化」という用語は、研磨粒子上の接着促進コーティング
を構成する金属が酸素と反応する速度と少なくとも等しい速度、好ましくはそれよりも速
い速度で酸素スカベンジャー金属が酸素と反応することを意味する。
【００３９】
特定の融合研磨体に好適な酸素スカベンジャー金属を選択する際、エリンガム図を使用す
ると選択が容易になる可能性がある。エリンガム図は、所与の温度で所与の金属と平衡し
た状態で存在する酸素の分圧（これ以降、ｐＯ２）を予測するために使用しうる。図３に
エリンガム図を示す。エリンガム図はまた、Ｄａｖｉｄ　Ｒ．Ｇａｓｋｅｌｌ，Ｉｎｔｒ
ｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ　Ｔｈｅｒｍｏｄｙｎａ
ｍｉｃｓ，２ｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ　Ｂｏｏｋ　Ｃｏ，ｐａｇ
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に組み入れられるものとする。
【００４０】
次に図３について説明する。この図には、エリンガム図が示される。エリンガム図は、い
くつかの金属酸化反応に対する「エリンガム線」を含んでいる。たとえば、アルミニウム
の酸化に対するエリンガム線は、反応式４／３Ａｌ＋Ｏ２→２／３Ａｌ２Ｏ３で記されて
いる。エリンガム図のｘ軸に沿って、℃単位の温度目盛が付けられている。エリンガム図
のｙ軸に沿って、ジュール／モル単位のΔＧｏｘｉｄ目盛が付けられている。対象の特定
の金属酸化反応に関してエリンガム図を利用するには、最初に、対象の温度に対応する垂
直線（すなわち、ｙ軸に平行な線）と対象の金属酸化に対するエリンガム線との交点の位
置を図上で決定する。次に、この点と、図の左上隅に位置する「Ｏ」と記した点とを結ぶ
線を引く。その後、図の下側および右側のｐＯ２目盛と交差するまで、これらの２点で定
義された線を延長する。ｐＯ２目盛上のこの交点は、対象の温度において対象の金属と平
衡状態にあるｐＯ２（気圧）に等しい。
【００４１】
先に概説した手順を用いて、本発明の融合研磨体に好適な酸素スカベンジャー金属は、研
磨粒子の外側接着促進コーティングを構成する金属によって融合温度で提供される平衡ｐ
Ｏ２に等しいかもしくはそれよりも小さい平衡ｐＯ２を融合温度で提供する。好適な酸素
スカベンジャー金属は、研磨粒子上の接着促進コーティングを構成する金属に対して競争
的に酸化される。一例として、８００℃の温度で図３のエリンガム図を用いると、チタン
と平衡状態にあるｐＯ２は約１０－３６気圧（１０－３４ｋＰａ）である。８００℃のア
ルミニウムについては、平衡ｐＯ２は約１０－４２気圧（１０－４０ｋＰａ）である。ア
ルミニウムと平衡状態にあるｐＯ２がチタンと平衡状態にあるｐＯ２よりも小さいので、
８００℃で融合される研磨体に対して研磨粒子上の接着促進金属コーティングとしてチタ
ンを用いる場合、アルミニウムは好適な酸素捕捉金属である。研磨粒子上の接着促進コー
ティングとしてチタンを用いる場合に使用しうる酸素捕捉金属としては、たとえば、アル
ミニウム、カルシウム、マグネシウムおよびチタンならびにそれらの混合物が挙げられる
。チタンを除くと、これらの物質に対するエリンガム線は、エリンガム図上でチタンに対
する線の下側に現われる。
【００４２】
所与の接着促進コーティングと併用するのに適した好ましい酸素スカベンジャー金属を予
測する他の方法は、酸素スカベンジャー金属および接着促進コーティングを構成する金属
の両方について融合条件での酸化のギブズ自由エネルギー（これ以降、ΔＧｏｘｉｄ）を
決定することである。好適な酸素スカベンジャー金属は、同一条件において研磨粒子上の
接着促進コーティングを構成する金属のΔＧｏｘｉｄよりも小さいかもしくはそれと等し
いΔＧｏｘｉｄを融合条件で有するであろう。
【００４３】
次に図３を用いて説明する。対象の温度における対象の金属酸化反応に対するΔＧｏｘｉ

ｄは、エリンガム図から決定することが可能である。最初に、対象の温度に対応する垂直
線と対象の金属酸化反応に対するエリンガム線との交点の位置を図上で決定する。次に、
ｙ軸と交差するまで、この点からｘ軸に平行に水平線を引く。この交点は、対象の温度に
おける対象の金属酸化反応に対するΔＧｏｘｉｄに等しい。
【００４４】
有用な酸素スカベンジャー金属および接着促進コーティングに対するΔＧｏｘｉｄおよび
ｐＯ２を、１気圧（１０１．３２５ｋＰａ）の圧力および９５０℃の温度における値とし
て表１にまとめて示す。
【００４５】
【表１】
表１
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David R. Lide, Editor, Handbook of Chemistry and Physics, 76th Edition (1995-199
6), CRC Press, 1995 , pages 5-72 to 5-75.

【００４６】
エリンガム図および表１に示されているように、研磨粒子上の接着促進金属コーティング
としてチタンを選択した場合、好適な酸素スカベンジャー金属としては、たとえば、アル
ミニウム、カルシウム、マグネシウムおよびチタンが挙げられる。また、研磨粒子上の接
着促進金属コーティングとしてクロムを選択した場合、好適な酸素スカベンジャー金属と
しては、たとえば、アルミニウム、カルシウム、マグネシウム、マンガン、ケイ素および
チタンが挙げられる。
【００４７】
有効量の酸素スカベンジャー金属を融合性組成物に添加しなければならない。本明細書中
で使用する場合、「有効量」という表現は、本明細書に記載された試験手順の少なくとも
一つによって測定される研磨体の金属マトリックス中の研磨粒子の改良された保持性を提
供するために特定の融合性組成物で必要となる酸素スカベンジャー金属の量を意味する。
酸素スカベンジャー金属の有効量は融合性組成物ごとに変化しうると考えられる。たとえ
ば、有効量は、酸素捕捉金属の物理的および組成的形態、融合中の雰囲気下に存在する酸
素の量、融合温度、融合性組成物を構成する物質中に存在する酸素の量、酸素スカベンジ
ャー金属の融点ならびに融合される研磨体の形状および形態などの因子に依存する可能性
がある。ただし、ここに記載の因子に限定されるものではない。たとえば、酸素スカベン
ジャー金属が、生成する焼結された研磨体の物理的性質に有害な影響を及ぼすおそれのあ
る場合、有効量を超える酸素スカベンジャー金属の追加は、望ましくないこともある。た
とえば、アルミニウム含有量が高いと（たとえば、約１０重量％よりも多いと）、いくつ
かの研磨用途において研磨体が軟らかくなりすぎることもある。典型的には、酸素スカベ
ンジャー金属は、融合性組成物の約０．１～１０重量％を占め、より好ましくは融合性組
成物の約０．２５～５重量％を占め、最も好ましくは融合性組成物の約０．５～２重量％
を占めるであろう。
【００４８】
好ましくは、酸素捕捉金属は、微細な金属粉末の物理的形態で提供され、融合性組成物全
体にわたって一様に分散されるであろう。一様に分散された微細な金属粉末の形態で提供
された場合、酸素スカベンジャー金属は融合性組成物全体にわたって存在し、融合性組成
物全体にわたって存在するおそれのある酸素と反応することができるので、酸素と酸素ス
カベンジャー金属との反応の動力学的（すなわち、拡散）阻害は最小限に抑えられるであ
ろう。さらに、単位質量あたりの金属粉末の表面積は、典型的には粒子サイズの減少に伴
って増加するであろう。表面積が大きいほど、酸素スカベンジャー金属の反応性は増大す
る。したがって、酸素スカベンジャー金属用の好ましい金属粉末は、約５～２００μｍの
範囲、より好ましくは約１５～１２０μｍの範囲の粒子サイズを有する。
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【００４９】
酸素スカベンジャー金属の組成形態もまた、特定の融合性組成物に必要な金属の有効量に
影響を及ぼす可能性がある。好ましくは、酸素スカベンジャー金属は、合金などではなく
実質的に純粋な金属の形態で融合性組成物に組み入れられるであろう。熱力学的には、酸
素スカベンジャー金属の化学的活性は、合金中の酸素スカベンジャー金属のモル分率とほ
ぼ等しくなるであろう。したがって、酸素スカベンジャー金属でない（もしくはそれほど
有効でない酸素スカベンジャー金属である）別の金属との合金の形態である酸素スカベン
ジャー金属の合金は、酸素スカベンジャー金属が実質的に純粋な（すなわち非合金の）形
態で供給された場合よりも有効性は低いであろう。また、酸素スカベンジャー金属の反応
速度は、合金を通過する酸素スカベンジャー金属の拡散速度によって制限されるであろう
。拡散阻害が起こると、酸素スカベンジャー金属による酸素捕捉の効率が低下し、結果と
して研磨粒子上の接着促進コーティングの酸化が促進されるおそれがある。実質的に純粋
とは、少なくとも約５０重量％以上の酸素スカベンジャー金属、より好ましくは約８０重
量％以上の酸素スカベンジャー金属、最も好ましくは約９５重量％以上の酸素スカベンジ
ャー金属、特に最も好ましくは９９重量％以上の酸素スカベンジャー金属を含む形態で融
合性組成物に酸素スカベンジャー金属が添加されることを意味する。さらに、酸素スカベ
ンジャー金属が硫黄や酸素のような非金属で実質的に汚染されていないことが好ましい。
非金属で実質的に汚染されていないとは、酸素スカベンジャー金属との反応生成物を形成
しうる非金属汚染物質をより少ない化学量論量で、好ましくは、酸素スカベンジャー金属
との反応生成物を形成しうる非金属汚染物質を１０％未満の化学量論量で含有する形態で
酸素スカベンジャー金属が提供されることを意味する。アルミニウムなどのいくつかの酸
素スカベンジャー金属では、金属の表面の酸化を妨害する不浸透性酸化物層を伴って酸素
スカベンジャー金属の表面が酸化されるおそれがあることは分るであろう。
【００５０】
融点もまた、特定の融合性組成物に必要な酸素スカベンジャー金属の有効量に影響を及ぼ
す可能性がある。好ましくは、酸素スカベンジャー金属の融点は、融合温度よりも低い温
度である。これにより、酸素スカベンジャー金属の溶融および融合性組成物全体にわたる
流動が可能になり、結果として融合プロセス中に存在する酸素をより効率的に捕捉できる
と思われる。
【００５１】
酸素捕捉金属が存在しても研磨粒子上の接着促進コーティングの酸化は完全には回避され
ない可能性があり、典型的には、完全には回避されないことは分るであろう。もっと正確
に言えば、有効量の酸素スカベンジャー金属は、研磨粒子と金属マトリックスとの接着性
が酸素スカベンジャー金属の存在しない場合よりも増大するように研磨粒子上の接着促進
コーティングの実質的な酸化を防止する働きをする。
【００５２】
融合性組成物および融合研磨体を製造する方法
本発明の融合研磨体の一実施形態では、研磨粒子はマトリックス全体にわたってランダム
に分布している。そのような研磨体を製造するためには、最初に、金属粉末、複数の金属
被覆研磨粒子、有効量の酸素スカベンジャー金属およびいずれかの所望の任意成分（たと
えば、有機バインダー、硬質粒子（たとえば、炭化タングステン粒子））を組み合わせる
ことにより融合性組成物を製造する。有機バインダーとしては、ポリビニルブチラールな
どのポリマーが挙げられる。有機バインダーは、金属粉末を一体化して物理的に取り扱う
ことのできるグリーン体として知られる造形塊を生成すべく融合性組成物に組み込まれる
。好ましくは、融合プロセス中に有機バインダーを燃焼除去しなければならないという事
情から、有機バインダーは、所望の性質を提供するのに必要な最小量で融合性組成物に組
み込まれる。場合により、得られる融合研磨体の耐摩耗性を増大させるために、炭化タン
グステンのような硬質粒子を融合性組成物に添加してもよい。典型的には、硬質粒子は、
融合性組成物の約１０～５０重量％の範囲の量で添加されるが、組成体の中にはこの範囲
外の量が有利である可能性もある。有機バインダーを溶媒和させるのに必要な量で有機溶
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媒を融合性組成物に添加してもよい。典型的な有機溶媒としては、たとえば、メチルエチ
ルケトンが挙げられる。有機溶媒は、バインダーを溶媒和させるのに最低限必要な量で融
合性組成物に添加される。
【００５３】
融合性組成物を製造した後、次に、グリーン状態の圧縮体を形成すべくプレスを用いて金
型中で冷間圧縮する。その後、グリーン状態の圧縮体を融合させる。融合は、融合性組成
物を焼結、鑞付け、溶融および／または含浸することによって行いうる。本発明の好まし
い実施形態では、融合性組成物を焼結する。焼結温度は、典型的には約７００～１１００
℃の範囲であり、典型的な焼結時間は、約５～３０分の範囲である。焼結プロセス中に圧
力を印加してもよい。典型的な焼結圧力は、約１００～５００ｋｇ／ｃｍ２の範囲である
。融合後、得られた融合研磨体を所望のサイズおよび形状に切削することも可能である。
【００５４】
本発明の融合研磨体の他の実施形態では、研磨粒子は、金属マトリックス全体にわたって
非ランダムに分布している。たとえば、研磨粒子は、金属マトリックス内に濃縮された１
層以上の実質的に平面の層であってもよい。そのような焼結された研磨体は、たとえば、
米国特許第５，３８０，３９０号（Ｔｓｅｌｅｓｉｎ）に報告されている方法によって形
成しうる。
【００５５】
研磨粒子の実質的に平行な平面層を有する研磨体（たとえば、図２を参照されたい）の製
造方法については、「超研磨切削面」という名称の米国特許出願第０８／８８２，４３４
号（１９９７年６月２５日出願）に報告されている。図４は、研磨粒子の実質的に平行な
平面層を有する研磨体５０の製造に使用することのできる層の積み重ねを示す研磨体５０
の分解断面図である。説明のために、研磨体５０は、三つの層５２、５４および５６だけ
から構成されている。しかしながら、研磨体５０は、異なる層数で構成することも可能で
あり、典型的には１～１０，０００層で構成される。研磨体の層数は、たとえば、研磨体
の所望の使用に基づいて選択してもよい。たとえば、研磨体を過酷な研磨用途に使用する
場合、もしくは研磨体のエッジを研磨面として使用する場合、多層研磨体が望ましいと思
われる。研磨体の主面が研磨面として使用される軽度の研磨用途では、単層研磨体が望ま
しいと思われる。各層５２、５４および５６は、それぞれ結合材層６２、６４および６６
、それぞれ多孔材層７２、７４および７６、ならびに金属被覆研磨粒子９０を含有するそ
れぞれ研磨粒子層８２、８４および８６を含んでいる。各層５２、５４および５６はまた
、それぞれ多孔材層７２、７４および７６の一方の面上に配置されたそれぞれ接着剤層９
２、９４および９６を含んでおり、各接着剤層は、感圧接着剤を含む少なくとも一つの面
を有している。接着剤層９２、９４および９６の接着面は、それぞれ多孔層７２、７４お
よび７６に対して位置づけられている。このようにして、研磨粒子層８２、８４および８
６の金属被覆研磨粒子９０をそれぞれ多孔層７２、７４および７６の開口に配置した場合
、金属被覆研磨粒子９０は接着剤層９２、９４および９６に接着し、結果として研磨粒子
９０は多孔層７２、７４および７６の開口に保持されることになる。上記の多孔層は、た
とえば、メッシュタイプの材料（たとえば、織布および不織布のメッシュ材料、金属およ
び非金属のメッシュ材料）、蒸着された材料、粉末材料もしくは粉末ファイバー材料、な
らびにグリーン圧縮体から選択しうる。ただし、これらはいずれも、材料全体にわたって
分布した細孔もしくは開口を有する。種々の層の順序もしくは配置が図示されたものと異
なっていてもよいことは分るであろう。
【００５６】
研磨粒子が接着剤層に受容された後、多孔層を接着剤層から分離もしくは除去してもよい
。焼結プロセスで使用される研磨粒子を保持するための接着剤基材の使用については、米
国特許第５，３８０，３９０号（Ｔｓｅｌｅｓｉｎ）および米国特許第５，６２０，４８
９号（Ｔｓｅｌｅｓｉｎ）ならびに米国特許出願第０８／７２８，１６９号（１９９６年
１０月９日出願）に開示されている。
【００５７】
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層５２、５４および５６は、研磨体５０を形成するために上部プラテン９８および下部プ
ラテン１００により一緒に圧縮される。研磨体５０に好適な焼結プロセスは当技術分野で
公知であり、たとえば、米国特許第５，６２０，４８９号（Ｔｓｅｌｅｓｉｎ）に報告さ
れている。各層５２、５４および５６に２層以上の結合層を組み込むことも考えられる。
【００５８】
上記の製造プロセスを実施する場合、結合材層６２、６４および６６を構成する結合材は
、研磨粒子層８２、８４および８６と一緒に焼結しうる任意の材料であってよい。好まし
くは、結合材層６２、６４および６６は、軟質で容易に変形可能な可撓性材料（ＳＥＤＦ
）である。ＳＥＤＦの製造法は、当技術分野で公知であり、米国特許第５，６２０，４８
９号に報告されている。そのようなＳＥＤＦは、金属結合材料（たとえば、金属粉末もし
くは金属粉末の混合物）、バインダー、溶媒、シンナーおよび可塑剤を含有するペースト
またはスラリーを形成することにより生成できる。好ましくは、酸素スカベンジャー金属
は、ペーストもしくはスラリーに組み込まれるが、層５２、５４、５６の間に酸素スカベ
ンジャー金属を提供してもよい。好ましくは、酸素スカベンジャー金属を層間に提供する
場合、それは研磨粒子層８２、８４および８６上に散布されるが、より好ましくは、接着
剤層９２、９４および９６に接着するように適用される。しかしながら、積重体を構成す
るそれぞれすべての層間に酸素スカベンジャー金属を提供する必要はないことは分るであ
ろう。金属結合材料としては、たとえば、青銅、コバルト、タングステン、銅、鉄、ニッ
ケル、スズ、クロム、またはそれらの混合物もしくは合金を含む金属粉末が挙げられる。
場合により、たとえば、得られる研磨体に耐摩耗性を付与するために、炭化タングステン
粒子のような硬質粒子をスラリーに添加してもよい。場合により、研磨粒子をペーストも
しくはスラリーに組み込んでもよい。バインダー樹脂としては、たとえば、ポリビニルブ
チラールが挙げられるが、場合により、ポリエチレングリコールやジオクチルフタレート
などの可塑剤樹脂が含まれていてもよい。ＳＥＤＦの配合成分は、以下の供給業者を含め
ていくつかの供給業者から市販されている。Ｓｕｌｚｅｒ　Ｍｅｔｃｏ，Ｉｎｃ．（Ｔｒ
ｏｙ，ＭＩ）、Ａｌｌ－Ｃｈｅｍｉｅ，Ｌｔｄ．（Ｍｏｕｎｔ　Ｐｌｅａｓａｎｔ，ＳＣ
）、Ｔｒａｎｓｍｅｔ　Ｃｏｒｐ．（Ｃｏｌｕｍｂｕｓ，ＯＨ）、Ｖａｌｉｍｅｔ，Ｉｎ
ｃ．（Ｓｔｏｃｋｔｏｎ，ＣＡ）、ＣＳＭ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ（Ｃｌｅｖｅｌａｎｄ
，ＯＨ）、Ｅｎｇｅｌｈａｒｄ　Ｃｏｒｐ．（Ｓｅｎｅｃａ，ＳＣ）、Ｋｕｌｉｔｅ　Ｔ
ｕｎｇｓｔｅｎ　Ｃｏｒｐ．（Ｅａｓｔ　Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ，ＮＪ）、Ｓｉｎｔｅｒ
ｌｏｙ，Ｉｎｃ．（Ｓｅｌｏｎ　Ｍｉｌｌｓ，ＯＨ）、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｌｌｏ
ｙｓ　Ｃｏｒｐ．（Ｃｌｉｆｔｏｎ，ＮＪ）、Ｃｈｅｍａｌｌｏｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉ
ｎｃ．（Ｂｒｙｎ　Ｍａｗｒ，ＰＡ）、ＳＣＭ　Ｍｅｔａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（Ｒｅｓ
ｅａｒｃｈ　Ｔｒｉａｎｇｌｅ　Ｐａｒｋ，ＮＣ）、Ｆ．Ｗ．Ｗｉｎｔｅｒ　＆　Ｃｏ．
Ｉｎｃ．（Ｃａｍｄｅｎ，ＮＪ）、ＧＦＳ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｉｎｃ．（Ｐｏｗｅｌ
ｌ，ＯＨ）、Ａｒｅｍｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（Ｏｓｓｉｎｉｎｇ，ＮＹ）、Ｅａｇｌｅ
　Ａｌｌｏｙｓ　Ｃｏｒｐ．（Ｃａｐｅ　Ｃｏｒａｌ，ＦＬ）、Ｆｕｓｉｏｎ，Ｉｎｃ．
（Ｃｌｅｖｅｌａｎｄ，ＯＨ）、Ｇｏｏｄｆｅｌｌｏｗ，Ｃｏｒｐ．（Ｂｅｒｗｙｎ，Ｐ
Ａ）、Ｗａｌｌ　Ｃｏｌｍｏｎｏｙ（Ｍａｄｉｓｏｎ　Ｈｔｓ，ＭＩ）およびＡｌｌｏｙ
　Ｍｅｔａｌｓ，Ｉｎｃ．（Ｔｒｏｙ，ＭＩ）。
【００５９】
スラリーは、ナイフコーターなどのコーティング装置を用いて剥離剤被覆ポリエステルフ
ィルムなどのキャリヤーシート上にキャストされる。その後、スラリーから揮発性成分（
たとえば、有機溶媒）を蒸発させるために、キャストされたスラリーを室温でもしくは熱
を加えて固化もしくは硬化させる。溶媒の一部分はコーティング後に乾燥除去され、残り
の有機化合物は焼結プロセス中に燃焼除去されるであろう。また、特筆すべき点として、
すべての結合層６２、６４、６６は必ずしも同一の組成である必要はない。
【００６０】
材料が実質的に多孔性（すなわち、約３０％～９９．５％の多孔度）であり好ましくは非
ランダムに離間して配置された複数の開口を有するかぎり、多孔性材料は実際上任意の材
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料であってよい。好適な材料は、有機もしくは金属の不織もしくは織物のメッシュ材料で
あり、具体的には、銅、青銅、亜鉛、鋼、もしくはニッケルのワイヤーメッシュまたは繊
維メッシュ（たとえば、炭素もしくは黒鉛）が挙げられる。本発明で使用するのに特に好
適なのは、ステンレス鋼ワイヤーメッシュ、エキスパンドメタル材料、および低融解温度
メッシュタイプ有機材料である。図４に示された実施形態では、メッシュは、多孔層７２
、７４および７６を形成すべく、第２のセットの平行ワイヤーと垂直に交差する第１のセ
ットの平行ワイヤーから形成されている。多孔性材料の開口部は、金属被覆研磨粒子より
も大きくても小さくてもよい。好ましくは、多孔性材料の孔に嵌入するような直径および
形状のダイヤモンド研磨粒子を金属被覆研磨粒子９０として使用する。多孔性材料の孔よ
りもわずかに大きい研磨粒子および／または複数の粒子を多孔性材料の孔に嵌入させるの
に十分な程度に小さい粒子を使用することも考えられる。
【００６１】
接着剤層９２、９４および９６は、少なくとも一時的に研磨粒子を保持するのに十分な粘
着特性を有する材料、たとえば、感圧接着剤を表面上に有する可撓性基材から形成するこ
とができる。接着剤を有するそのような基材は、当技術分野で周知である。接着剤は、製
造中、研磨粒子を保持することができなければならず、好ましくは、焼結ステップ中、灰
分が残らないように燃焼除去されなければならない。使用可能な接着剤の例は、一般にＢ
ｏｏｋ　Ｔａｐｅ＃８９５（Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ　Ｍｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｎｕｆａ
ｃｔｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）から市販されている）と呼ば
れる感圧接着剤である。
【００６２】
本発明の融合研磨体は、切削ホイールおよび研削ホイールに利用しうる。図５について説
明する。この図には、本発明の融合研磨体を含む切削ホイールもしくは研削ホイール１１
０の実施形態の斜視図が示されている。ホイール１１０は、形状が実質的に円筒状であり
、本発明の融合研磨体１１２を含んでいて、好ましくは、第１の支持プレート１１４と第
２の支持プレート１１６とにはさまれている。融合研磨体１１２は、単一の円筒状造形塊
を含んでいてもよいし、もしくはいくつかの周辺に延在する円弧状セグメント（たとえば
、図１を参照されたい）から構成されていてもよい。融合研磨体１１２は、融合金属マト
リックス１２０全体にわたって分散された複数の研磨粒子１１８を含んでいる。研磨粒子
１１８はそれぞれ、外側接着促進金属コーティング（図示されていない）を有している。
融合金属マトリックス１２０は、結合金属と有効量の酸素スカベンジャー金属とを含有す
る。金属マトリックス１２０中の研磨粒子１１８の分布は、ランダムであっても非ランダ
ムであってもよく、たとえば、研磨粒子の平面層であってもよいと考えられる。図６では
、金属被覆研磨粒子は、金属マトリックス全体にわたってランダムに分布している。研削
ホイールおよび切削ホイール中の種々の研磨粒子の分布および配向については、１９９９
年２月２４日出願の米国特許出願第０９／２５６，８３７号（Ｃｅｓｓｅｎａら）に報告
されている。
【００６３】
焼結された研磨体１１２の外側研磨面１２４は、ホイール１１０の円周面１２６の一部分
に延在する実質的に円筒状の帯である。ホイール１１０は、その中心に、ホイール１１０
を完全に貫通する内腔１２８を有している。内腔１２８は、ホイール１１０を回転させる
ための回転可能なシャフト（図示されていない）へのホイール１１０の取り付けを可能に
する。したがって、内腔１２８を貫通して配置される回転可能なシャフトは、ホイール１
１０の回転軸線１１１に沿って延在するであろう。また、取付孔１３０を用いて中央シャ
フト（図示されていない）を有する実質的に円形の取付プレート（図示されていない）を
ホイール１１０に取り付けることによって、回転可能なシャフトにホイール１１０を取り
付けることも考えられる。回転可能なシャフト上でもしくは該シャフトによりホイール１
１０を回転させることによって、ホイール１１０の円周面１２６に対して加工品を保持し
て研磨面１２４により研磨することができるので、結果として加工品を適切に造形、研削
もしくは切削することができる。
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【００６４】
実施例
以下の実施例により本発明についてさらに具体的に説明するが、これらの実施例に限定さ
れるものではない。実施例中の部、パーセント、比などはすべて、別段の記載がないかぎ
り重量基準である。
【００６５】
表２に示されているスラリー組成物を提供すべく、市販の金属粉末を混合した。スラリー
を調製するために使用した金属粉末は、約５０μｍのメジアン粒径を有し、Ｌｕｃａｓ　
Ｍｉｌｈａｕｐｔ，Ｉｎｃ．（Ｃｕｄａｃｋｙ，ＷＩ）およびＷａｌｌ　Ｃｏｌｍｏｎｙ
　Ｃｏｒｐ．（Ｍａｄｉｓｏｎ，ＭＩ）から市販されているものであった。ポリビニルブ
チラールは、Ｓｏｌｕｔｉａ　Ｉｎｃ．（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から商品名「ＢＵＴ
ＶＡＲ　Ｂ－７６」として市販されているものであった。Ｓａｎｔｉｃｉｚｅｒ　１６０
は、Ｓｏｌｕｔｉａ　Ｉｎｃ．（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から市販されているものであ
った。
【００６６】
【表２】
表２

【００６７】
実施例１～３：
実施例１～３では、以下に示される種々の量のアルミニウム粉末を添加することにより、
表３に示された基準のスラリー組成物に変更を加えた。
スラリー１：有機物を除くスラリーの全重量を基準にして０．２５重量％のアルミニウム
粉末。
スラリー２：有機物を除くスラリーの全重量を基準にして０．５０重量％のアルミニウム
粉末。
スラリー３：有機物を除くスラリーの全重量を基準にして１重量％のアルミニウム粉末。
スラリーＡ：アルミニウム粉末を添加しなかった。
【００６８】
使用したアルミニウム粉末は、商品名「ＡＬＵＭＩＮＵＭ　ＭＥＴＡＬ，ＦＩＮＥＳＴ　
ＰＯＷＤＥＲ，Ａ－５５９」としてＦｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ（Ｆａｉｒ　Ｌａｗｎ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ）から市販されているものであった。テ
ープの厚さを制御するためにナイフコーターを用いてスラリー１～３およびスラリーＡを
キャストし、金属テープにした。ポリエステル剥離ライナー上にスラリーをキャストした
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。溶媒蒸発後の金属テープの最終面密度は、約０．７５グラム／インチ２（０．１１６グ
ラム／ｃｍ２）であった。
【００６９】
最初にステンレス鋼メッシュの一方の面に感圧性接着テープを接着することによりダイヤ
モンド／テープ積層体層を製造した。ステンレス鋼メッシュは、１インチあたり約１６５
本のワイヤー（１ｃｍあたり６５本のワイヤー）を有し、０．０１９インチ（０．４８３
ｍｍ）ワイヤーで製造されたものであった。接着テープは、商品名「８４５　ＢＯＯＫ　
ＴＡＰＥ」としてＭｉｎｎｅｓｏｔａ　Ｍｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉ
ｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮから市販されているものであった。それぞ
れ１個のダイヤモンドがメッシュの各孔を満たしてテープの接着面に接着するように、ダ
イヤモンド研磨粒子をワイヤーメッシュ上に落下させた。研磨粒子は、厚さ約１μｍのチ
タンの外側コーティングを有するダイヤモンドを含有していた。ダイヤモンド研磨粒子は
、約１７０／２００米国標準メッシュのサイズを有し、商品名「ＭＢＧ－６４０ＴＩ」と
してＧｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏ．，Ｗｏｒｔｈｉｎｇｔｏｎ，Ｏｈｉｏか
ら市販されているものであった。スクリーンの開口１つあたり１個を超えるダイヤモンド
研磨粒子は除去した。
【００７０】
ダイヤモンドを接着テープに接着させた後、テープからワイヤーメッシュを引き剥がし、
ダイヤモンドを正方形配列でテープに接着された状態にした。その後、ダイヤモンド／テ
ープ積層体層を、上記のキャストされた金属テープの層の主面に接触させて配置した。キ
ャストされた金属テープの他方の主面を、厚さ０．０１０インチ（０．２５４ｍｍ）の銅
の金属層に接触させて配置した。結果として、各サンプルは、１層のダイヤモンド層、１
層の金属テープ層、および１層の銅金属層を有していた。
【００７１】
酸化銅（ＩＩ）粉末をドープすることにより、比較例Ｂおよび実施例４を製造した。酸化
銅（ＩＩ）ドープの目的は、焼結金属マトリックス中のチタン被覆ダイヤモンド研磨粒子
の接着性に及ぼす酸素の有害な影響を実証すべく、焼結する前に組成体に酸素を導入する
ためであった。
【００７２】
比較例Ｂ：
比較例Ａに次の変更を加えて比較例Ｂを製造した。比較例Ａのときと同様にダイヤモンド
／テープ積層体を製造した後、積層体に酸化銅（ＩＩ）粉末を散布し、テープの露出接着
面に接着させた。過剰の粉末は除去した。
【００７３】
実施例４：
比較例Ａに次の変更を加えて実施例４を製造した。比較例Ａのときと同様にダイヤモンド
／テープ積層体を製造した後、酸化銅（ＩＩ）粉末とアルミニウム粉末との混合物を積層
体に散布した。１０８グラムの酸化銅（ＩＩ）と一緒に２０グラムのアルミニウムをボー
ルミリング処理に付すことにより、混合物を製造した。この混合物は、酸化銅（ＩＩ）を
銅に還元するのに必要な量よりも化学量論的に約５０％過剰のアルミニウムを含有してい
た。酸化銅（ＩＩ）粉末とアルミニウムとの混合物をテープ上の露出接着面に接着させた
。過剰の粉末は除去した。
【００７４】
隣接するサンプルを厚さ０．２５インチ（０．３６５ｃｍ）の黒鉛プレートで分離させた
状態で、実施例１～４および比較例Ａ～Ｂを互いに積み重ねた。次に、６個のサンプルお
よび黒鉛スペーサープレートを含む積重体を、オーブン内の液圧式焼結プレス中に配置し
た。その後、表３に示されている焼結プロフィルに従って積重体を空気中で焼結した。
【００７５】
【表３】
表３
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【００７６】
試験手順１：ロッカードラム試験：
高圧下で研磨材を試験すべく設計されたロッカードラム試験機を利用して、実施例および
比較例の焼結研磨体の試験を行った。ロッカー試験機は、直径１３インチおよび幅１６イ
ンチのモーター駆動式ドラムを備えていた。５．５インチ（１３．９７ｃｍ）のストロー
クでドラムが前後に振動（回転）するように、ドラムはモータにより偏心リンクを介して
駆動される。各前後動サイクルは１秒を要する。４個の研磨材サンプルをドラムの表面に
取り付けることができ、そして４個の独立したピボットアームがそれぞれ、各サンプルに
対して試験加工品を保持する。水ラインが各サンプルに提供され、各サンプルの表面上で
冷却水をゆっくりと流動させる。冷却水の流量は、結果的に、１０００サイクルあたり約
１ガロンの水が各サンプル上を流動する量である。
【００７７】
試験手順１のロッカードラム試験を用いて、実施例４および比較例Ｂをそれぞれ１０００
サイクルで試験した。使用した加工品は、サンプルの表面に垂直に保持された０．１８７
５インチ（０．４７６ｃｍ）角形鋼ロッドであった。８ポンド（３．６３ｋｇ）の荷重を
かけて、加工品をサンプルに押圧した。ロッカードラム試験を行なった後、研磨材サンプ
ルのそれぞれの表面上に観察可能な摩耗線が存在していた。
【００７８】
ロッカードラム試験の後、実施例４および比較例Ｂの研磨体を目視検査した。比較例Ｂ上
の摩耗線は、実施例４上の摩耗線よりも著しく高輝度であった。摩耗線の輝度が高いほど
、より多くの研磨粒子がロッカードラム試験中にサンプルから剥落したことを示している
。サンプルの写真を倍率１．４で撮影した。図６および７は、それぞれ比較例Ｂおよび実
施例４のディジタル画像である。各図中の摩耗線は１３０と記されている。
【００７９】
ロッカードラム試験を用いて、実施例１～３および比較例Ａを１０００サイクルで試験し
た。使用した加工品は、研磨体の表面に垂直に保持された０．１８７５インチ（０．４７
６ｃｍ）角形鋼ロッドであった。８ポンド（３．６３ｋｇ）の荷重をかけて、加工品を研
磨体に押圧した。次に、１０ポンド（４．５４ｋｇ）の荷重をかけて、３０００サイクル
でロッカードラム試験を行った。得られたサンプルを倍率１．４で写真撮影した。
【００８０】
摩耗線の顕微鏡観察により、サンプルの表面からダイヤモンドが除去された小さな領域を
明確化した。摩耗線の輝度は、ダイヤモンドが剥落した後で金属が磨耗により平滑化され
たことに起因するものであった。図８～１１は、それぞれ比較例Ａおよび実施例１～３の
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ディジタル画像である。各図中の摩耗線は１４０と記されている。比較例Ａ（図８）が最
大の摩耗を示す。実施例１、２および３（それぞれ図９～１１）は、それぞれ、アルミニ
ウムの添加量が増加するにつれて摩耗量が減少することを示している。
【００８１】
試験手順２：ウォータージェット侵食試験：
高圧ウォータージェットを利用して実施例および比較例の研磨体からダイヤモンド研磨粒
子を剥落させた。各サンプルから剥落した研磨粒子の数を、研磨体の焼結金属マトリック
スと研磨粒子との接着性の尺度として使用した。
【００８２】
高圧ウォータージェット装置は、商品名「ＲＥ　２０００　ＮＴ　ＣＮＣ」としてＲｏｍ
ｅｒｏ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｉｎｃ．，Ｆｏｒｔ　Ｗｏｒｔｈ，ＴＸから市販され
ているウォータージェットを備えていた。このウォータージェットを、商品名「ＳＶ－Ｉ
Ｖ　Ｉｎｔｅｎｓｉｆｉｅｒ」としてＩｎｅｒｓｏｌｌ－Ｒａｎｄ　Ｃｏ．，Ｗａｔｅｒ
　Ｊｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，ＫＳから市販されている増圧器に接続した。Ｊｅｔ　Ｅｄｇ
ｅ，Ｍｉｎｎｅａｐｏｌｉｓ，ＭＮから市販されている４ノズル空気圧ロボットスイベル
ヘッドを介してサンプルに水を送出した。試験中、スイベルヘッドを約１８００ｒｐｍで
回転させた。ウォータージェット中を通過する水の流量は、４４，０００ｐｓｉ（３０３
Ｍｐａ）の圧力で毎分約１ガロンであった。
【００８３】
各サンプルを横切ってウォータージェットを２回パスさせた。パス中、スイベルヘッドを
サンプルの表面から２．５インチ（６．３５ｃｍ）に位置づけた。各パス中、ウォーター
ジェットによりサンプル上の幅約１インチ（２．５４ｃｍ）の領域を洗浄した。２回目の
パスは、１回目のパスによって洗浄されなかったサンプル領域上に行った。サンプルを横
切る１回目のパスは、毎分５０インチ（１２７ｃｍ／分）で行われ、実質的な数のダイヤ
モンド研磨粒子の剥落は起こらなかった。２回目のパスは、毎分１５インチ（３８．１ｃ
ｍ／分）の速度でおこなった。このパスにより、実質的な数のダイヤモンド研磨粒子が研
磨体から剥落した。商品名「ＮＩＫＯＮ　ＳＭＺ－２Ｔ　ＳＴＥＲＥＯ－ＺＯＯＭ」とし
て市販されている顕微鏡を用いて、サンプル表面の写真を撮影した。
【００８４】
１０～６３倍の範囲の倍率を有する顕微鏡を用いてサンプルの目視検査を行うことにより
、水流によって剥落したダイヤモンド研磨粒子の数を測定した。各サンプルの表面の写真
を一定の倍率で撮影し、写真中のダイヤモンド研磨粒子の数を数えた。サンプル中に最初
に存在していたダイヤモンド研磨粒子の正方形配列を用いて、サンプル間のダイヤモンド
研磨粒子数の比較を行うことが可能であった。結果を表４に報告する。
【００８５】
【表４】
表４

【００８６】
本明細書中に開示されている特許および特許出願は、個別に組み入れられたときと同じよ
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あって限定を意図したものではないことを理解しなければならない。本発明の種々の修正
態様および変更態様は、本発明の範囲および精神から逸脱することなく以上の説明から当
業者には自明なものとなるであろう。また、本発明は本明細書に記載の例示的実施形態に
過度に限定されるべきものではないことを理解しなければならない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　切削工具もしくは研削工具のセグメントの形態の本発明の融合金属マトリック
ス研磨体の斜視図である。
【図１Ａ】　切断線１Ａで得られた図１の融合金属マトリックス研磨体の断面図である。
【図２】　切削工具もしくは研削工具のセグメントの形態の本発明の融合金属マトリック
ス研磨体の斜視図である。
【図２Ａ】　切断線２Ａで得られた図２の融合金属マトリックス研磨体の断面図である。
【図３】　エリンガム図である。
【図４】　本発明の融合金属マトリックス研磨体の断面分解図である。
【図５】　本発明の研削ホイールの斜視図である。
【図６】　ロッカードラム試験に付された後の融合金属マトリックス研磨体の表面のディ
ジタル画像である。
【図７】　ロッカードラム試験に付された後の本発明の融合金属マトリックス研磨体の表
面のディジタル画像である。
【図８】　ロッカードラム試験に付された後の融合金属マトリックス研磨体の表面のディ
ジタル画像である。
【図９】　ロッカードラム試験に付された後の本発明の融合金属マトリックス研磨体の表
面のディジタル画像である。
【図１０】　ロッカードラム試験に付された後の本発明の融合金属マトリックス研磨体の
表面のディジタル画像である。
【図１１】　ロッカードラム試験に付された後の本発明の融合金属マトリックス研磨体の
表面のディジタル画像である。
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